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『不動産の取得にかかる重要な契約』の経過についてのお知らせ 

 

 

 当社は、平成 25 年 10 月 22 日付「不動産の取得にかかる重要な契約締結についてのお知らせ」

のとおり、不動産売買基本契約を締結しておりますが、当該取引における経過について、下記の通

りお知らせいたします。 

 

 

記 

１．当該取引における経過について  

  当社は、平成 25 年 10 月 22 日付「不動産の取得にかかる重要な契約締結についてのお知らせ」

のとおり、東京都及び千葉県に不動産による相続管理物件（土地及び建物）を所有する安井繁氏

（代理人：新橋綜合法律事務所 弁護士 笠巻孝嗣氏）との間で、不動産売買基本契約を締結いた

しました。その後、平成 25 年 12 月 27 日「当社子会社における宅地建物取引業者免許の取得及

び不動産の取引にかかる契約上の地位の承継についてのお知らせ」のとおり、当社は、株式会社

ＮＬ不動産（以下「ＮＬ不動産」といいます）が宅地建物取引業者免許を取得したことに伴い、

当該契約上の地位をＮＬ不動産に承継いたしました。当該契約による取得対象物件の総額は約

34 億円であります。 

  当該契約時におきまして、当該不動産の取得については今期中の決済を目途に順次取得する旨

をお知らせしておりましたが、本日現在、ＮＬ不動産は当該契約締結先と協議中のため、今期中

の取得及び決済はありせん。 

 

２．今後の見通し  

  ＮＬ不動産としましては、引き続き安井繁氏と当該不動産売買について協議を進めてまいりま

す。当該不動産の取得及び決済につきましては、予定がわかり次第、お知らせいたします。 

  なお、本件不動産売買契約の遅延が平成 26 年３期連結業績及び財務状態に与える影響につき

ましては、上記の理由からございませんが、一方、現在ＮＬ不動産が当社連結グループに該当す

るかどうか会計監査人との協議が必要であること、平成 26 年３月 24 日付「訴訟に関するお知

らせ」のとおり、ＮＬ不動産は現在当該不動産売却先と訴訟中のため不動産案件の今後の見通し

が不透明であること、また当社が現在過年度決算訂正の準備を進めていることから、現在のとこ

ろ算定することは困難であります。 

以上 


